
正

誤

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
付
け
奈
良
県
公
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第
二
千
六
十
九
号
正
誤
表

題

名

㌻

行

誤

正

奈
良
県
景
観

七

「

条
例
施
行
規

及

第
一
種
特
定
区
域

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
工
作
物
の
区

則

び

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

八

規
模

ア

第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

工
作
物

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作

物
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト

ル
で
、
か
つ
、
地
盤
面
か
ら
当
該
工

作
物
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー

ト
ル
の
も
の

イ

ア
に
掲
げ
る
工
作
物
以
外
の
工
作

は
、

物

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
で
、

か
つ
、
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル

の
も
の

第
二
種
特
定
区
域
又

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の
上
端
ま

は
広
域
幹
線
沿
道
区

で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
で
、
か
つ
、

域

地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の
上
端
ま
で

の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の
も
の

」

「



第
一
種
特
定
区
域

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の
上
端
ま

で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
又
は
地
盤
面

か
ら
当
該
工
作
物
の
上
端
ま
で
の
高
さ

が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

第
二
種
特
定
区
域
又

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
工
作
物
の
区

は
広
域
幹
線
沿
道
区

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

域

規
模

ア

第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

工
作
物

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作

の

物
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト

ル
又
は
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル

の
も
の

イ

ア
に
掲
げ
る
工
作
物
以
外
の
工
作

物

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
又

は
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の
上
端

ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

」

誤
り
。

八

十
二
及
び
十

五
メ
ー
ト
ル
で
、
か
つ
、

五
メ
ー
ト
ル
又
は

三
並
び
に
十

八
及
び
十
九
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